
雇用環境・均等局
職業生活両立課

602



※ 有期契約労働者は、下記の要件を満たせば取得可能
① 同一の事業主に引き続き１年以上雇用
② 取得予定日から起算して93日を経過する日から６か月を経過する日まで
の間に、労働契約（更新される場合には、更新後の契約）の期間が満了
することが明らかでないこと

（概要）対象家族１人につき、通算93日の範囲内で合計３回まで
取得可

（趣旨）家族が介護に関する長期的方針を決めることができるよ
うになるまでの期間の緊急的対応措置として、介護の体制を構
築するための休業と位置づけられている※

介護休業

（概要）対象家族の介護や世話をする場合に、年５日（対象
家族が２人以上であれば年10日）を限度として取得可
１日又は半日単位で取得可。

（趣旨）介護保険の手続きや対象家族の通院の付き添いなど
に対応するためのものとして、日常的な介護のニーズに対
応するためにスポット的に対応するものと位置づけられて
いる

介護休暇

・介護を行う労働者が請求した場合、
－所定外労働を制限
－月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限
－深夜業（午後１０時から午前５時まで）を制限

所定外・時間外労働・深夜業の制限

・介護を行う労働者について、３年の間で２回以上利用
できる次のいずれかの措置を義務づけ
①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護費用の援
助措置

短時間勤務の措置等

・事業主が、介護休業等を取得したこと等を理由として
解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止

・事業主に、上司・同僚等からの介護休業等に関するハ
ラスメントの防止措置を講じることを義務付け

不利益取扱いの禁止等

・苦情処理・紛争解決援助、調停
・勧告に従わない事業所名の公表

実効性の確保

（概要）介護休業期間中に休業開始前賃金の67％に相当する額
を支給

（趣旨）労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑
な継続を援助、促進するために介護休業給付を支給する

介護休業給付金

＜通算93日 ３回まで分割可能＞

＜年５日（２人以上だと年10日）＞

＜３年の間で２回以上＞

＜介護休業期間中＞

＜介護中＞

育児・介護休業法の概要（介護関係） 資料１

常時介護を
必要とする状態

介護終了
（対象家族の死亡など）

所定外労働の免除

時間外労働の制限・深夜業の制限

介護
休暇
(半日)

選択的措置義務

介護
休業①

介護
休業③

介護
休業②

要介護状態にある対象家族を介護するための
休業。（介護サービスの手続き等のために取得
することを想定）

通算93日、3回まで分割可能。

選択的措置義務

・・・短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・費
用助成のいずれかの措置を講ずる義務。

利用開始から3年間、2回まで利用可能

介護終了まで何回でも取得可能
（1回の取得単位は、1か月以上1年以内）

要介護状態にある対象家族の介護・世話をするた
めの休暇。（通院の付き添い等のために取得する
ことを想定）

年間5日（対象家族が2人以上の場合は10日）、
半日単位で取得可能

介護休業

選択的
措置義務

所定外労働
の免除

介護休暇

時間外労働の制限
深夜業の制限

時間外労働の制限
・・・1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働

を制限する制度
深夜業・・・午後10時～午前5時までの就業

介護終了まで何回でも取得可能
（1回の取得単位は、時間外労働の制限は1か月以
上1年以内、深夜業の制限は1か月以上6か月未満）

介護
休暇
(半日)

介護
休暇
(1日)

介護
休暇
(1日)

介護
休暇
(1日)

介護
休暇
(1日)

介護期の両立支援制度（育児・介護休業法） 資料２
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□ 改正の趣旨
対象家族の介護を行う者が、突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じて
より柔軟に取得できるようにするための環境整備が必要。

□ 制度の概要
対象家族の介護や世話をする場合に、年５日（対象家族が２人以上であれば年10日）を限度として、
１日又は１日未満の単位で取得できる。

「介護休暇」の時間単位取得について

※「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指す。

※子の看護休暇も同様の改正

改正前 改正後

休暇を取得できる
１日未満の単位 中抜け無しの半日単位 中抜け無しの時間単位

（１時間の整数倍の時間）

１日未満の単位での
休暇の対象労働者

１日の所定労働時間が

４時間以下の労働者は取得できない
全ての労働者が取得できる

※令和３年1月1日に施行

改正内容

中抜けありの時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように事業主が
配慮することを指針で規定。

労働者は、希望する時間数で休暇を取得することができる。

業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で休暇を取得することが困難と認められる業務が
ある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働
者を除外することができる。

令和３年１月１日施行

資料３

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル（厚生労働省）より

資料４
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「常時介護を必要とする状態」とは、以下の（１）または（２）のいずれかに該当する場合であること。
（１）状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
（２）介護保険制度の要介護状態区分において要介護２以上であること。

項目 状態 １ ２ ３

①座位保持（１０分間一人で座ってい
ることができる）

自分で可 支えてもらえればできる できない

②歩行（立ち止まらず、座り込まずに
５ｍ程度歩くことができる）

つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない

③移乗（ベッドと車いす、車いすと便
座の間を移るなどの乗り移りの動作）

自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

④水分・食事摂取 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない

⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎回ある

⑨物を壊したり衣類を破くことがある ない ときどきある ほとんど毎日ある

⑩周囲の者が何らかの対応をとらなけ
ればならないほどの物忘れがある

ない ときどきある ほとんど毎日ある

⑪薬の内服 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑫日常の意思決定 できる
本人に関する重要な意思決
定はできない

ほとんどできない

※介護休業は２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、
常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなる。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準 資料５

１ 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握

従業員が抱えている介護の有無や、公的な介護保険制度・
自社の介護休業制度などの理解度について、アンケート調査
などで把握する。

２ 制度設計・見直し

上記１の結果を踏まえ、自社の介護休業等の制度が「法定
基準を満たしているか」「周知されているか」「利用要件や手続
きは分かりやすいか」「ニーズに対応しているか」などの観点
から点検し、見直しを行う。

３ 介護に直面する前の従業員への支援

従業員に対して、仕事と介護の両立に関する心構えや基本
的な情報を、社内研修の実施やリーフレットの配布などにより
提供する。

４ 介護に直面した従業員への支援

介護に直面している従業員に対して、自社の両立支援制度
の利用支援や、相談しやすい体制の整備、地域の介護サービ
スの利用支援などを行う。

５ 働き方改革

介護のために時間制約がある従業員でも就業継続できるよ
う、残業時間の削減や年次有給休暇の取得促進、お互い様と
支援しあえる職場風土づくりに取り組む。

詳しくは、「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」（厚生労働省、平成26年度）をご覧ください。

介護離職を予防するための両立支援対応モデル 資料６
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資料７ ※平成31年度に全自治体に配布したリーフレット

仕事と介護の両立支援対応モデルを解説した動画もあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukint
ou/ryouritsu/model.html （「仕事と介護の両立支援」）

⇒ ☆職場における、仕事と介護の両立支援について、動画でご案内しています！

⇒ 〇人事労務担当者向け 〇管理者向け 〇社員向け

【総合ガイド
（企業向け）】

【実践マニュアル
（企業向け）】

【「介護支援プラン」
策定マニュアル】

【ポイント・事例集
（労働者向け）】

【ポイント・事例集
（労働者向け）】

仕事と介護の両立支援ツール 資料８
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仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業について

介護に直面した労働者が仕事と介護を両立し継続就業するためには介護保険サービスを活用しつつ、育児・介護休業法に基づく介護休業
制度等を活用することが必要だが、ケアプランを作成するケアマネジャー及び労働者には介護休業制度等の理解が進んでいない。

家族介護者の離職を防止するためには、当該労働者の勤務実態も踏まえたケアプランが作成されることが必要であることから、ケアマネ
ジャーなど家族介護者を支援する者が仕事と介護の両立について学習できる「仕事と介護の両立に関する研修カリキュラム」を策定すると
ともに、翌年度以降全国にて研修を展開する方策を検討する。

（参考）規制改革推進に関する第５次答申（令和元年６月６日 規制改革推進会議）

厚生労働省は、ケアマネジャーが、就労している家族の勤務実態も踏まえてケアプランを作成できるよう、セミナーの開催やその受講を評価する仕組み
を通じて、ケアマネジャーへの情報提供や支援を行う。

②ヒアリング調査等

⑥翌年度以降全国展開

①検討委員会の設置

事業目的

イメージ

④カリキュラムを用いた試行研修

・ケアマネジャーなど家族介護者を支援する者を対象
にカリキュラムを用いた仕事と介護の両立に関するセ
ミナー（試行研修）を実施（全国２カ所程度）
・試行研修によってカリキュラムの問題点を把握する。
・試行研修参加者には、研修受講証を配付予定

③カリキュラム作成

⑤検証

・ケアマネジャー等に対し、家族介護者の仕事と介護の両立の観点をもってケアプランが策定できるよ
う必要な知識、労働者の状況等を理解してもらう内容
・介護休業制度、仕事と介護の両立支援を中心とする

・最終的にはカリキュラムを全国展開し、セミナーを受講した者には全国統一の受講証を発行すること
を想定

カリキュラムイメージ

・有識者（学識経験者、ケアマネジャー、
家族介護者、社労士、企業等）で構成
される検討会（６名×６回）
・カリキュラム作成方針の策定
・ヒアリング・調査事項の検討
・試行研修後のカリキュラムの検証
・研修講師の能力要件の検討
・翌年度以降の効果的な研修の検討
・受講証のあり方の検討

資料９
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